
津 山 商 工 会 議 所 『 所 報 』 広 告 掲 載 並 び に 折 り 込 み 規 定 

 

１． 本規定は、津山商工会議所会報掲載広告料について定める。 

２． 掲載およびチラシ折り込みは、原則会員とする。 

  ただし、チラシ折り込みについては、非会員の場合であっても、 

  官公庁および当所が認める企業・団体については、折り込み可とする。 

３． 掲載内容は、事業、商品等の自社の広告とする。 

４． 広告のサイズは、次の通りとする。 

      Ａ版 記事内全ページ（Ａ４）縦２４．０cm   横１８．０cm 

      Ｂ版 記事内１／２ページ  縦１２．０cm   横１８．０cm 

      Ｃ版 記事内１／４ページ  縦 ６．０cm   横１８．０cm 

      Ｄ版 記事内１／８ページ  縦 ６．０cm   横 ９．０cm 

Ｆ版 上記以外の特定広告 

５． 掲載料は、下記のとおりとする。 

Ａ版 ４４，０００円（税込） 

      Ｂ版 ２２，０００円（税込） 

      Ｃ版 １１，０００円（税込） 

      Ｄ版  ５，５００円（税込） 

      Ｆ版  その他 

掲載開始から連続して３ヵ月間掲載できるものとする。 

尚、連続して６ヵ月間掲載する場合は、上記を基準とする６ヵ月分の掲載 

料より２割引する。 

６． チラシ折り込み料は、以下の通りとする。 

  ・会員料金        １枚につき２７，５００円（税込） 

  ・非会員料金       １枚につき３８，５００円（税込） 

  ・公共機関事業関連    １枚につき１６，５００円（税込） 

  ・当所主催･共催事業関連  無料 

７． 広告掲載の申し込みは別紙申込書による。 

８． デザインは完全原稿とする。 

９． その他、規定に定めない事項については、別途協議する。 



・本規定は平成３０年９月１日から実施する。 

・本規定は一部改正（項目４、５、６）し、２０２０年４月１日から実施する。 

・本規定は一部改訂（項目６）し、２０２１年４月１日から実施する。 

・本規定は一部改訂（項目２、６）し、２０２２年７月１日から実施する。 


